
市政に対する一般質問市政に対する一般質問市政に対する一般質問 市政に対する一般質問市政に対する一般質問市政に対する一般質問市政に対する一般質問市政に対する一般質問

（14）（15） 〔市議会だよりさって〕No.96〔市議会だよりさって〕No.96

　全
て
の
事
業
の
総
点
検
を
行
い
、

運
営
・
維
持
管
理
費
や
補
助
金
の
見

直
し
等
、
行
財
政
改
革
を
進
め
、
国

県
補
助
金
等
を
最
大
限
に
活
用
し
、

交
付
税
算
入
率
の
高
い
地
方
債
を
優

先
し
て
活
用
す
る
。
ま
た
、
公
共
施

設
等
の
再
配
置
に
備
え
る
た
め
、
基

金
を
積
立
て
、
中
長
期
的
な
視
点
に

立
ち
、
財
政
規
律
を
守
り
持
続
可
能

な
財
政
運
営
を
行
う
。

　
　
　
　
　
　
　

 

（
総
合
政
策
部
長
）             

高
齢
化
が
進
行
す
る
中
、
扶
助
費
等

民
生
費
は
必
要
で
あ
り
、
更
に
は
、

市
庁
舎
を
は
じ
め
公
共
施
設
の
老
朽

化
は
著
し
く
、
早
急
に
施
設
の
管
理

計
画
の
も
と
整
備
改
善
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
今
後
の
財
政
運
営
を
伺

う
。

   

　実
質
単
年
度
収
支
は
平
成

28
年
度
か
ら
赤
字
が
続
い
て

お
り
、
予
算
編
成
を
こ
の
ま
ま
続
け

る
と
、
財
政
調
整
基
金
が
枯
渇
し
、

財
政
運
営
を
逼
迫
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

　本
市
は
、
自
由
通
路
駅
舎
、

西
口
区
画
整
理
、
古
川
橋
架

替
等
の
事
業
の
結
果
、
令
和
元
年
度

決
算
時
、
積
立
金
は
約
五
億
円
、
市

債
は
約
百
四
十
五
億
円
と
、
厳
し
い

も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　市
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
お
持

ち
か
伺
う
。

　ま
た
、
生
産
人
口
の
減
少
下
、
市

税
の
増
高
は
厳
し
く
、
一
方
、
少
子

厳
し
い
財
政
状
況
下
の
認
識
と
今
後
の
運
営
は

Q

AA

続
が
、
東
部
消
防
組
合
正
副
管
理
者

会
議
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　（
市
長
）

　事
業
の
総
点
検
に
つ
い
て

は
、
事
業
の
必
要
性
、
有
効

性
、
費
用
対
効
果
を
検
証
し
な
が
ら
、

必
要
な
事
業
に
全
力
で
取
り
組
む
べ

く
、
現
在
も
進
め
て
い
る
。

　調
整
池
に
つ
い
て
は
、
倉
松
川
の

改
修
事
業
の
進
捗
や
流
域
全
体
の
浸

水
の
状
況
、
国
等
の
治
水
対
策
の
方

向
性
な
ど
を
考
慮
し
、
調
整
池
を
含

む
包
括
的
な
雨
水
対
策
に
つ
い
て
調

査
・
研
究
を
行
っ
て
い
く
。

　西
分
署
に
つ
い
て
は
、
西
分
署
の

救
急
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
化
と
し
て
の
存

　市
長
就
任
以
来
一
年
を
迎

え
る
に
当
た
っ
て
、
市
政
運

営
全
般
の
統
括
に
つ
い
て
の
う
ち
、

総
点
検
を
行
う
と
し
た
進
行
状
況
に

つ
い
て
伺
う
。

　特
に
、
公
約
で
も
あ
る
災
害
対
策

の
調
整
池
、
西
分
署
の
存
続
に
つ
い

て
の
進
捗
状
況
を
伺
う
。

選
挙
公
約
の
施
策
と
課
題
に
つ
い
て

Q

幸手市議会「議会報告会」について幸手市議会「議会報告会」について
◆「議会報告会」とは？
　幸手市議会では、市民の皆様と市議会議員とが、
直接市政全般について、自由に情報交換および意見
する場として「議会報告会」を毎年、実施してきま
した。
右の写真は、昨年の報告会の様子です。
９月議会の報告ののち、意見交換を行い、貴重なご
意見・ご提言をいただきました。

◆今年度の「議会報告会」は中止します
　令和２年度の「議会報告会」は、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、中止することといたしまし
た。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

◆幸手市議会について
　　　　ご意見・ご要望をお聞かせください。
　今年度の「議会報告会」を中止としたことから、
来年度以降の開催に向けて、参加者の増大および内
容の更なる充実を図ること、そして今、市議会に対
してのご意見やご要望をお聞かせいただきたいと思
います。
　ぜひご協力をお願いいたします。

提出方法

　下記のメールアドレス、ファ

ックスで送信してください。

　回答は議会だより令和３年２月

号をもって掲載いたします。

 ・ Eメール :
　 gikai@city.satte.lg.jp

 ・ FAX :
　 0480-42-8824

 ・ 提出期限
　 令和２年11月30日㈪

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める意見書を可決 意見書案第１号

　新型コロナウイルス感染症が世界的に蔓延し、わが国は、戦後最大の経済危機に直面している。地域経済にも大きな
影響が及び、本年度はもとより来年度においても、地方税・地方交付税など一般財源の激減が避けがたくなっている。
　地方自治体では、医療介護、子育て、地域の防災・減災、雇用の確保など喫緊の財政需要への対応はじめ、長期化す
る感染症対策にも迫られ、地方財政は巨額の財政不足を生じ、これまでにない厳しい状況に陥ることが予想される。
　よって、国においては、令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く
要望する。

記
１　地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税などの一般財源総額を確保すること。その際、臨時財政対策
債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとともに、償還財源を確保すること。
２　地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能の両機能が適切に発揮できるよう総額を確保すること。
３　令和２年度の地方税収が大幅に減収となることが予想されることから、思い切った減収補填措置を講じるととも
に、減収補填債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的に対応すること。
４　税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・地方税の政策税制について
は、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、有効性・緊急性を厳格に判断すること。
５　とりわけ、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹に影響する見直しは、土地・家屋・償
却資産を問わず、断じて行わないこと。先の緊急経済対策として講じた特例措置は、臨時・異例の措置として、やむ
を得ないものであったが、本来国庫補助金などにより対応すべきものである。よって、今回限りの措置とし、期限の
到来をもって確実に終了すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和２年９月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉県幸手市議会議長　宮　杉　勝　男

小河原浩和議員 武藤壽男議員


